
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

         ⑧食品等の放射性物質を測定します         
笠間市では、東京電力福島第一原子力発電所の事故を受け、放射性物質測定器で放射性物質（セ

シウム 134・137）の検査を行っています。 

○申込方法 予約制：電話または笠間市役所総務課窓口で事前の予約を受け付けます。 

予約受付 月曜日～金曜日（平日のみ）  

受付時間 午前 8 時 30 分～午後 5 時 15 分 

※予約した検査が終了するまで、次の検査の予約申込はできません。 

検査日時 平日「午前9時～午後2時 30分」※予約申し込み時に、検査の日時を指定します。 

○検査対象物 ・自己消費を目的として、自らの農地等で栽培・採取した野菜や果実類 

・自宅の井戸水 

※流通品の検査は、行いません。 

※検査は、ひとり一検体とし、農産物、井戸水に限らせていただきます。 

○対象者 笠間市在住の方（検査料は無料） 

○検査方法について 

・検査対象物は、重量で約 1kg が必要です。 

・受付から検査終了までの所要時間は約 40 分です。（井戸水には 90 分かかります） 

・細かく砕けるものは、ミキサーで砕いてから容器に入れて検査します。 

野菜、果実の持込方法 

・野菜や果実は、食べる部分（皮やへた等は取り除く）を、よく水洗いをしてご持参ください。

・検査は、細かく砕いて測定するため、重量で約１kg（多めに）を用意してください。 

・井戸水は１リットルのペットボトル容器に入れてご持参ください。 
※希望者が多い場合、予約申込みから検査するまでに日数がかかる場合があります。ご協力を 

お願いします。 

○検査結果について 

・結果の公表について同意していただけた方の検査分を、市のホームページで公表しています。

問 総務課 危機管理室（内線 206） 

   ⑨国道 355 号バイパスと市道「来栖本戸線」が開通します     

 国道 355 号笠間バイパスの JR 水戸線跨線橋を含む 680ｍと、合併支援道路「来栖本戸線」の来

栖工区 880ｍが、4月 26 日午後 2 時に開通します。 

 当該区間は、来栖地内の国道 355 号バイパスと市道来栖飯合線との来栖交差点から、フルーツラ

インまでの区間です。 

 この道路の開通により、広域幹線道路のネットワークが図られ、交通利便性が一段と向上する

ことが期待できます。 

問 建設課（内線 504） 

笠間市では、認定農業者が農業機械を買

い替えたり、農業用施設を建て替えたりす

る費用の一部を助成します。 

補助対象  

(1)トラクター、コンバイン、田植機、各種 

農産物の収穫機等を買い替える際の経費 

※対象となる農業機械の詳細については、

農政課にお問い合わせください。 

(2)農業用施設を建て替える経費 

補助対象者  

(1)認定農業者であり市内に住所を有して  

いる方 

(2)農業後継者がいる方で、農業後継者が 

市内に住所を有している方 

(3)認定農業者の生計を一とする世帯で、   

市税を完納している方 

補助金額 補助対象の経費のうち 2 分の１

以内の金額 

※50 万円を上限とし、補助金の交付は、 

1 人 1 回とします。 

申・問 農政課（内線 543） 

⑪営農研修等受講料の一部を 
助成します 

農業大学校またはそれに準ずる公的研修機関

で営農研修を受けた際の受講料を助成します。 

補助対象  

農業大学校またはそれに準ずる公的研修機関

で受講した際の受講料 

補助対象者  

(1)市内に住所を所有している方 

(2)受講者の生計を一とする世帯で、市税を

完納している方 

(3)農業経営に取り組む強い意欲を有して 

いる方 

補助金額 研修を受けるために必要な受講料 

※16,000 円を上限とし、受講する内容に関

わらず 1人 1回まで。 

申・問 農政課（内線 543） 

 

⑩農業機械・生産施設整備費用の 
一部を助成します 認定就農者の認定を受けた方、または、認

定を受けることが確実な認定農業者の後継

者が就農した場合に、補助金を交付します。

補助対象者  

(1)平成23年4月以降に認定就農者の認定を

受けている、または、受けることが確実

である方 

(2)就農時の年齢が、原則 45 歳未満であり、

農業経営についての強い意欲を有して 

いる方 

(3)市内に住所を有している方 

(4)認定農業者の生計を一とする世帯に 

おいて、市税を完納している方 

(5)笠間市青年就農給付金事業の給付対象者

でない方 

(6)認定就農者の前年の総所得が 250 万円 

未満の方 ※給付金を除く 

補助金額 1 月につき 50,000 円 

※補助月数は、36 か月まで。 

申・問 農政課（内線 543） 

 

 

 

⑫新規に就農する方を応援します 

 

 

喫煙と健康についての健康講座を開催します。

がんのリスクの30％はタバコといわれており、 

心臓病や脳卒中などの生活習慣病とも深く 

関係しています。ぜひご参加いただき、 

タバコについて考えてみませんか。 

期日 5 月 17 日（金） 

 午後 1時 30 分～3時 

場所 笠間保健センター（笠間市笠間 230） 

内容 講話「喫煙と健康について」 

講師 茨城県立中央病院医師 朝
あさ

戸
と

裕
ゆう

二
じ

さん 

参加料 無料  

定員 30 名 ※定員を超えた場合は抽選 

申込方法 笠間保健センターの窓口、または

電話で、お申込みください。 

申込締切 5 月 10 日（金） 

申・問 笠間保健センター 

 ℡ 0296-72-7711 

 

 

 

 

 

 

 

⑬  

健康講座（喫煙と健康）のお知らせ

④ページ  国民健康保険税は、口座振替にすると便利です。     

ご利用ください！笠間市立病院 平日夜間・日曜初期救急診療  
祝日・年末年始を除く、月曜日から金曜日：19時～22時・日曜日：9時～17時  ⑤ページ 

市道来栖飯合線 


